
令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、介護施設・介護事業所に従事する職員（以下「介護従事者」という。）

の安定的な確保を図るため、青森県介護事業所内保育施設運営事業実施要綱

（以下「実施要綱」という。）に基づき、介護事業者が保育施設を運営する事

業に要する経費について、令和５年度予算の範囲内において、当該事業者に対

し、青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付は、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和

４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

 （補助事業） 

第２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、実施要

綱第２に定める介護事業者（以下「補助事業者」という。）が実施する介護事

業所内保育施設運営事業とする。 

  ただし、他の補助金等を受けている場合は、当該補助事業の対象とならない。 

 

 （交付額の算定方法） 

第３ この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及

び補助基準額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は、次により算出するものとする。 

（１）別表第１欄に定める補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その

他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（２）別表第２欄に定める補助基準額の合計を算出する。 

（３）（１）により選定された額と（２）により算出した額とを比較して少ない

方の額に、３分の２を乗じて得た額（ただし、算出された額に千円未満の端

数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。）以内の額を補助金の

額とする。 

 

 （申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、令和５年度青森県介護事業所内保育施設

運営事業費補助金交付申請書（第１号様式）によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければ

ならない書類は、次のとおりとする。 



（１）令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金所要額調書（第

２号様式） 

（２）令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施計画書（第３号様式） 

（３）当該事業に関する歳入歳出予算書抄本 

（４）その他参考となる資料 

３ この補助金の交付の申請は、第１号様式を別に定める日までに知事に提出

して行うものとする。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

（１）補助事業の内容を変更（補助目的の範囲内で行う軽微な変更を除く。）す

る場合において、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合において、その旨を速やかに知事に報告してその指示を受ける

こと。 

（４）この補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした証拠書類を整

理し、かつ、調書及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合にはその承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しなければならない。 

（５）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消

費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円

の場合を含む。）においては、令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営

事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第４号様式）により、

速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日ま

でに知事に報告しなければならず、補助金に係る消費税及び地方消費税の

仕入控除税額が生じたことが確定した場合には、知事が別に定めるところ

により、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額を県に返還しなければ

ならない。 

 

 （申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、

補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とす

る。 

 



 

 （補助事業の内容の変更） 

第７ 第５第１号による変更の承認の申請は、令和５年度青森県介護事業所内

保育施設運営事業変更承認申請書（第５号様式）を知事に提出して行うものと

する。 

 

 （補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、補助事業の完了後交付する。 

 

（補助金の請求） 

第９ 補助金の請求は、補助事業の完了後、速やかに令和５年度青森県介護事業

所内保育施設運営事業費補助金請求書（第６号様式）を提出して行うものと

する。 

 

 （実績報告） 

第１０ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃

止の承認を受けた場合は、その日）から起算して２０日を経過した日又は令

和６年４月７日のいずれか早い期日までに、令和５年度青森県介護事業所

内保育施設運営事業完了（廃止）実績報告書（第７号様式）に、次に掲げる

書類を添えて行うものとする。 

（１）令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金精算額調書（第 

８号様式） 

（２）令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施報告書（第９号様式） 

（３）保育従事者等の職員の出勤簿の写し及び給料等を受領したことを証する

書面（賃金台帳等）の写し 

（４）当該事業に関する歳入歳出決算（見込）書抄本 

（５）その他参考となる資料 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年１１月２１日から施行し、同年４月１日から適用する。 



別表 

 

１ 補助対象経費 ２ 補助基準額 

 介護事業所内保育施設運営事業の

実施に必要な次に掲げる経費 

 

１ 給与費（常勤職員給与費、非常勤

職員給与費、法定福利費等） 

※ 退職金及び退職給与引当金繰

入額を除く。 

 

２ 委託費（第１欄の１に該当するも

のに限る。） 

 

 

 

１ 基本分 

  職員１人当たり月額 

１８０，８００円 

 

※ 補助対象となる職員のうち２

分の１以上は保育士であること。 

 

２ 加算分 

（１）２４時間保育 

   施設１か所当たり日額 

２３，４１０円 

 

 

（２）病児等保育 

   施設１か所当たり月額 

１８７，５６０円 

 

 

 

 



第１号様式（第４関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事       殿 

 

 

 住 所 

申請者 法人名             

 代表者 

 

 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付申請書 

 

 

 令和５年度において実施する介護事業所内保育施設運営事業について、 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金の交付を受けたいの

で、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号）

第３条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

申請額  金         円 

 

 

 

（添付書類） 

１ 令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金所要額調書（第

２号様式） 

２ 令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施計画書（第３号様式） 

３ 当該事業に関する歳入歳出予算書抄本 

４ その他参考となる資料 



第２号様式（第４関係） 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金所要額調書 

 

事業者名             

 

区分 
総事業費 

寄附金そ

の他の収

入予定額 

差引額 

対象経費

の支出 

予定額 

補助 

基準額 
選定額 

補助 

基本額 

補助 

所要額 

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦*2/3） 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

基本分         

加算分         

合計         

（注） 

１ ⑤欄には、交付要綱別表第２欄に定める基準額を記入すること。 

２ ⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。 

３ ⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。 

４ ⑧欄には、⑦欄の額に２／３を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす

る。）を記入すること。 



第３号様式（第４関係） 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施計画書 

 

１ 施設 

   

介護事業所の名称 

（保育施設の名称） 

 

（                                   ） 

介護事業所の所在地 

（保育施設の所在地） 

〒   － 

（                                   ） 

保育施設の定員 

（うち地域枠の定員） 

       人 

（      人） 

保育施設の開設（予定）年月日    年   月   日 

保育従事者数 

（うち保育士数） 

       人 

（      人） 

その他の保育施設の職員数        人 

  （注） 

  １ 保育施設に配置する職員の名簿を作成し添付すること。 

  ２ 保育士として登録（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の１８第１項の登録をいう。）を受けた者

については、保育士証の写しを添付すること。 

  



２ 基本分 

事業実施月 

利用予定児童数 
配置職員数 

対象経費の 

支出予定額 
補助基準額 

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳以上児 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 人 人 人 人 人 円 円 

４月        

５月        

６月        

７月        

８月        

９月        

１０月        

１１月        

１２月        

１月        

２月        

３月        

合計        

（注） 

１ ①、②、③及び④欄には、事業実施月初日の在籍児童数を記入すること。 

２ ⑤欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

  



３ 加算分 

（１）２４時間保育 

事業実施月 
事業実施予定日数 利用予定児童数 配置職員数 

対象経費の 

支出予定額 
補助基準額 

① ② ③ ④ ⑤ 

 日 人 人 円 円 

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

１０月      

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

合計      

（注） 

１ ①欄は、各月における事業を実施する日数を記入すること。 

２ ③欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

  



（２）病児等保育 

事業実施月 
事業実施予定日数 利用予定児童数 配置職員数 

対象経費の 

支出予定額 
補助基準額 

① ② ③ ④ ⑤ 

 日 人 人 円 円 

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

１０月      

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

合計      

（注） 

１ ①欄は、各月における事業を実施する日数を記入すること。 

２ ③欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

 

 



第４号様式（第５関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 青森県知事      殿 

 

住 所            

補助事業者 法人名              

代表者            

 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 令和  年  月  日付け青高保第   号により交付決定の通知を受け

た青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金について、令和５年度青森県

介護事業所内保育施設運営事業費補助金交付要綱第５第５号の規定に基づき、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

２ 青森県補助金等の交付に関する規則第１３条の規定による確定額 

 

金         円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額（要返還相当額）           

金         円 

 

４ 添付書類 

  ・ 補助事業実施期間分に係る消費税及び地方消費税の確定申告書写し 

・ その他、上記に係る仕入控除税額の精算内訳等 

 

 

 



第５号様式（第７関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事       殿 

 

 

   住 所 

補助事業者 法人名           

   代表者 

 

 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け青高保第   号で補助金の交付決定の通知を

受けた令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業について、下記のとお

り変更したいので、令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金

交付要綱第７の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

 

（注）添付書類は、交付申請手続きに準じること。 

   なお、事業内容については、変更箇所に下線を引くとともに、事業費の積

算内訳については、変更部分を上下２段書きとし、変更前の額を上段に括弧

書きし、変更後の額を下段に記載すること。 

 

  



第６号様式（第９関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事       殿 

 

 

   住 所 

補助事業者 法人名           

   代表者 

 

 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金請求書 

 

 

金         円 

 

 

 ただし、標記補助金として上記の金額を請求します。 

 

金融機関名 

及び支店名 
 

１ 普通預金 

２ 当座預金 

３（       ） 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 



第７号様式（第１０関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

 青森県知事       殿 

 

 

   住 所 

補助事業者 法人名           

   代表者 

 

 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業完了（廃止）実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け青高保第   号で補助金の交付決定の通知を

受けた令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業が完了（を廃止）したの

で、青森県補助金等の交付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号）

第１２条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金精算額     金         円 

 

 

（添付書類） 

１ 令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金精算額調書（第

８号様式） 

２ 令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施報告書（第９号様式） 

３ 保育従事者等の職員の出勤簿の写し及び給料等を受領したことを証する書

面（賃金台帳等）の写し 

４ 当該事業に関する歳入歳出決算（見込）書抄本 

５ その他参考となる資料 



第８号様式（第１０関係） 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業費補助金精算額調書 

 

補助事業者名           

 

区分 
総事業費 

寄附金 

その他の 

収入額 

差引額 

対象経費

の実支 

出額 

補助 

基準額 
選定額 

補助 

基本額 

補助 

所要額 
受入済額 差引額 

① ② ③（①－②） ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧（⑦*2/3） ⑨ ⑩（⑨－⑧） 

 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

基本分           

加算分           

合計           

（注） 

１ ⑤欄には、交付要綱別表第２欄に定める基準額を記入すること。 

２ ⑥欄は③欄、④欄及び⑤欄を比較し、最も少ない額を記入すること。 

３ ⑦欄には、⑥欄の額を記入すること。 

４ ⑧欄には、⑦欄の額に２／３を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす

る。）を記入すること。 



第９号様式（第１０関係） 

令和５年度青森県介護事業所内保育施設運営事業実施報告書 

 

１ 施設 

   

介護事業所の名称 

（保育施設の名称） 

 

（                                   ） 

介護事業所の所在地 

（保育施設の所在地） 

〒   － 

（                                   ） 

保育施設の定員 

（うち地域枠の定員） 

       人 

（      人） 

保育施設の開設年月日    年   月   日 

保育従事者数 

（うち保育士数） 

       人 

（      人） 

その他の保育施設の職員数        人 

  （注） 

  １ 保育施設に配置する職員の名簿を作成し添付すること。 

  ２ 保育士として登録（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の１８第１項の登録をいう。）を受けた者

については、保育士証の写しを添付すること。 

  



２ 基本分 

事業実施月 

利用児童数 
配置職員数 

対象経費の 

実支出額 
補助基準額 

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳以上児 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 人 人 人 人 人 円 円 

４月        

５月        

６月        

７月        

８月        

９月        

１０月        

１１月        

１２月        

１月        

２月        

３月        

合計        

（注） 

１ ①、②、③及び④欄には、事業実施月初日の在籍児童数を記入すること。 

２ ⑤欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

  



３ 加算分 

（１）２４時間保育 

事業実施月 
事業実施日数 利用児童数 配置職員数 

対象経費の 

実支出額 
補助基準額 

① ② ③ ④ ⑤ 

 日 人 人 円 円 

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

１０月      

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

合計      

（注） 

１ ①欄は、各月における事業を実施する日数を記入すること。 

２ ③欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

  



（２）病児等保育 

事業実施月 
事業実施日数 利用児童数 配置職員数 

対象経費の 

実支出額 
補助基準額 

① ② ③ ④ ⑤ 

 日 人 人 円 円 

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

１０月      

１１月      

１２月      

１月      

２月      

３月      

合計      

（注） 

１ ①欄は、各月における事業を実施する日数を記入すること。 

２ ③欄には、補助対象となる保育従事者の人数を記入すること。 

 

  



 


